
 

平成２０年４月１５日 

原子力安全・保安院 

関東東北産業保安監督部 

 

電気事業法における保安管理業務の外部委託に係る 

承認の取り消しについて 

 
原子力安全・保安院は、電気事業法上の自家用電気工作物に係る保安管理業

務の外部委託において、電気主任技術者の免状の交付を受けていない者に同業

務を行わせる等、受託者に不適切な行為があったことから、自家用電気工作物

（２６件）について、電気事業法施行規則第５３条第５項の規定に基づき、保

安管理業務の外部委託承認を取り消し、その旨を通知しましたのでお知らせい

たします。 
 
１．本件の経緯 
原子力安全・保安院は、昨年９月に実施した電気事業法に基づく自家用電

気工作物の立入検査において、保安管理業務の受託者本人（電気主任技術者

の免状の交付を受けている者）が作業を実施していないことが判明したため、

当該受託者を雇用している新日本電興㈱（電気保安法人、埼玉県川口市佐間）

及び当該受託者に対し、事実関係の報告を求めました。 
 その結果、当院は、新日本電興㈱及び同社に雇用された２名の者が、法人及
び個人事業者として自家用電気工作物設置者と締結した保安管理業務の委託

契約に関し、当該業務を電気主任技術者免状の交付を受けていない者に行わ

せていたこと（名義貸し）を確認しました。（確認された事業場数：２４２件） 
このため、当院は、昨年１１月及び１２月、新日本電興㈱及び名義貸しを

行った受託者２名に対し、厳重注意を行うとともに是正対策等の報告を求め

ました。新日本電興㈱及び名義貸しを行った受託者２名は、本年１月末及び

２月末までに、当該受託者が行っていた保安管理業務を他の保安法人や管理

技術者に移譲する旨報告していたところ、大多数が期日までに移譲されませ

んでした。 
 
２．原子力安全・保安院の対応 
以上の事実関係から、当院は、電気事業法施行規則（以下「規則」という。）

第５３条第２項第１号に規定する保安管理業務外部委託承認の要件に適合し

ないと判断し、行政手続法第１３条に基づく聴聞（４月８日～１４日）を経

て、規則第５３条第５項の規定に基づき、４月１０日から１５日にかけて、

新日本電興㈱及び別紙に掲げる個人事業者との委託契約に基づく保安管理業

務外部委託承認（２６件）を取り消しました。 



 当院としては、上記の承認取消しの日から２年間は、①新日本電興㈱、②

別紙に掲げる個人事業者、③当該者を保安管理業務に従事させる法人、との

委託契約を基にした外部委託承認申請については、規則第５２条の２第１号

ヘ及び第２号ホ、へに該当し承認の要件を満たさないことから、承認しない

ことをお知らせいたします。 
 
 
 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

 原子力安全・保安院 関東東北産業保安監督部 電力安全課 

  担当者：浅賀、江頭、斎藤 

  電 話：０４８－６００－０３８５ 

 



別紙 

行政処分の責めを負う法人及び個人事業者の概要 

 

＜法人＞ 

 ①名称：新日本電興㈱ 

 ②所在地：埼玉県川口市差間二丁目４０番地１ 

 ③代表取締役：斎藤 富美雄 

 ④事業内容：保安管理業務他 

 

＜個人事業者＞ 

 ①氏名：齋藤 禎司 

 ②東京都東村山市在住 

 ③昭和４３年３月１８日、第３種電気主任技術者免状交付（番号：第０４－

０１０７９号） 

 

①氏名：羽鳥 敦 

②東京都八王子市在住 

 ③電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）附則第７項において、みなされ

た免状 

 


